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給水申込書

工事施行承認
申請書

5 給水開始までの手続き5 給水開始までの手続き
ご利用にあたっては、次のような書類手続が必要となります。
給水開始までには、お客様の事業所の所在地及び給水量により2～ 3年間を要する場合も
ありますので、お早めに申し込みください。

● 給水開始時期、配管計画等 給水の可能性の検討
● お客様の水使用計画などの把握

● 給水量、給水開始時期の確認及び協力金の負担確認 

協力金に関する協定

受水依頼書

給水条件等に
関する基本協定

事務手続 県 お客様
納入通知書
協力金支払

● 給水量、給水開始時期の確認 

県の承認
配水施設工事着手

● お客様が施行する受水施設の確認 

県の承認

（お客様が施工）
事業所内受水施設工事着手

事務手続 県 お客様
1.量水器の負担金算出
2.工事施行について（通知）
3.承諾書
4.納入通知書
5.負担金支払
6.量水器設置
7.負担金精算
※ 上記事務手続に3～5か月程度必要です。

工事完了を確認
● 受水施設完了検査

● 量水器設置依頼 

量水器工事着手
（県が施工）

通水、洗管、水質検査

給水開始

工事施行申出書

受水施設工事
完了通知書

提出書類等の取扱いは、すべて所管水道事務所が窓口です。


